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資料出所：労働力調査（総務省） 

パート労働者数の推移 
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＜参考＞ 
 労働力調査は、実際に調査期間中（月末１週間）仕事に従事した時間を調査したもの 
 

１～４時間, 26, 0.5% 

５～９時間, 105, 2.0% 

１０～１４時間, 143, 2.7% 

１５～２９時間, 

726, 13.7% 

３０～３４時間, 415, 7.8% 

３５～３９時間, 402, 7.6% 

４０～４８時間, 2261, 

42.5% 

４９～５９時間, 

721, 13.6% 

６０時間以

上, 502, 

9.4% 

不詳, 16, 0.3% 

パート労働者: 
 １,４１４万人 

 資料出所：労働力調査（平成22年）（総務省） 

１週間あたりの就業時間別労働者数 

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者 4 



 資料出所：労働力調査（総務省） 

6.2  
6.7  

10.0  10.0  
11.1  

15.2  

18.2  
17.4  

22.9  23.2  24.1  23.6  24.0  
22.5  

24.9  
26.1  26.9  26.6  

4.6  4.0  

6.4  
5.2  5.1  

7.5  

9.8  
8.4  

11.9  12.1  12.8  12.3  12.3  
10.8  

13.0  
14.3  

15.3  14.6  
9.6  

12.2  

17.4  
19.3  

22.0  

27.9  

31.8  31.6  

39.3  39.7  
40.7  39.9  40.6  

39.0  

41.7  42.6  
43.1  43.0  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

昭和40 45 50 55 60 平成2 5 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

雇用者総数中パート労働者の占める割合 

男性雇用者総数中男性パート労働者の占める割合 

女性雇用者総数中女性パート労働者の占める割合 

（％） 

（年） 

パート労働者の割合の推移 

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者 5 
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 資料出所：労働力調査（平成21年）（総務省） 

単位：（％） 

  男女計 男性 女性 

合計  100.0   100.0   100.0  

漁業 0.1  0.2  0.1  

鉱業 0.0  0.2  0.0  

建設業 4.7  9.0  2.7  

製造業 14.8  22.6  11.1  

電気・ガス・熱供給・水道業 0.5  1.1  0.1  

情報通信業 1.8  3.2  1.1  

運輸業・郵便業 4.4  7.2  3.0  

卸売・小売業 21.1  14.1  24.6  

金融・保険業 2.2  1.3  2.6  

不動産業 2.0  2.6  1.7  

  学術研究,専門・技術サービス業 2.0  2.6  1.7  

宿泊業,飲食サービス業 10.9  6.6  13.0  

  生活関連サービス業,娯楽業 4.3  3.2  4.9  

教育，学習支援業 5.0  5.3  4.9  

医療，福祉 13.1  4.9  17.2  

複合サービス事業 0.7  0.9  0.6  

サービス業（他に分類されないもの） 9.4  10.4  9.0  

公務（他に分類されないもの） 2.7  4.7  1.7  

パート労働者の分布（業種別） 

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者 6 
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 資料出所：労働力調査（平成21年）（総務省） 

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者 

業種別雇用者に占めるパート労働者の割合（男女計） 
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企業規模別雇用者に占めるパート労働者の割合（男女計） 

 資料出所：労働力調査（平成22年）（総務省） 

単位：万人（％） 

  男女計 男性計 女性計 

合計 1,414  100.0  449  100.0  966  100.0  

１～２９人 491  34.7  142 31.6  349 36.1  

３０～９９人 221  15.6  66 14.7  156 16.1  

１００～４９９人 235  16.6  75 16.7  161 16.7  

５００～９９９人 81  5.7  27 6.0  54 5.6  

１０００人以上 267  18.9  93 20.7  174 18.0  

官公 106  7.5  43 9.6  62 6.4  

従業者規模不詳 14  1.0  4 0.9  10 1.0  
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（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者 

パート労働者の分布（規模別） 
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 資料出所：労働力調査（平成22年）（総務省） 
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２５～３４歳 
13.4% 

３５～４４歳 
13.2% ４５～
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11.9% 
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23.3% 

６５歳以上 
19.5% 

男 性 

１５～２４
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9.8% 

２５～３４

歳 
14.0% 

３５～４４

歳 
24.3% 

４５～５４

歳 
23.2% 

５５～６４

歳 
21.2% 

６５歳以上 
7.5% 

女 性 

            単位：万人（％） 

  男女計 男性計 女性計 

合計 1,432  100.0  447 100.0  985 100.0  

１５～２４歳 181  12.6  83 18.6  97 9.8  

２５～３４歳 198  13.8  60 13.4  138 14.0  

３５～４４歳 298 20.8  59 13.2  239 24.3  

４５～５４歳 282  19.7  53 11.9  229 23.2  

５５～６４歳 312  21.8  104 23.3  209 21.2  

６５歳以上 161  11.2  87 19.5  74 7.5  

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者 

パート労働者の分布（年齢別） 
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 資料出所：労働力調査（平成22年）（総務省） 注）呼称「パート・アルバイト」について集計 

パート労働者の月末１週間の就業時間 
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資料出所：賃金構造基本統計調査（平成22年）（厚生労働省） 
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（注）パート労働者： １日の所定労働時間が一般の労働者よりも
短い又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週
の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者 

パート労働者の平均勤続年数 
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  資料出所：賃金構造基本統計調査（平成22年）（厚生労働省） 
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（注）パート労働者： １日の所定労働時間が一般の労働者よりも
短い又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週
の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者 

一般労働者とパート労働者の年齢階級別１時間あたり所定内給与額 
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資料出所：平成17年・22年賃金構造基本統計調査（厚生労働省） 
 厚生労働省雇用均等･児童家庭局短時間・在宅労働課による特別集計 
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（注）パート労働者： １日の所定労働時間が一般の労働者よりも
短い又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週
の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者 

一般労働者とパート労働者の勤続年数別１時間当たり所定内給与額 
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 資料出所：賃金構造基本統計調査（平成22年）（厚生労働省） 

年 

男  性 女  性 

一般労働者 
パートタイム   

労働者 
格差       

（一般＝１００） 
一般労働者 

パートタイム   
労働者 

格差       
（一般＝１００） 

  （円） （円）  （円） （円）   

平成元年 1,542  855  55.4  934  662  70.9  

５年 1,904  1,046  54.9  1,187  832  70.1  

１０年 2,002  1,040  51.9  1,295  886  68.4  

１５年 2,009  1,003  49.9  1,359  893  65.7  

１６年 1,999  1,012  50.6  1,376  904  65.7  

１７年 2,035  1,069  52.5  1,365  942  69.0  

１８年 2,010  1,057  52.6  1,349  940  69.7  

１９年 2,016  1,085  53.8  1,373  962  70.1  

２０年 2,010  1,071  53.3  1,387  975  70.3  

２１年 1,981  1,086  54.8  1,399  973  69.5  

２２年 1,978  1,081  54.7  1,396  979  70.1  

55.4  

57.8  58.3  58.1  

54.9  54.2  
55.3  

54.2  

51.7  51.9  
50.8  51.2  50.7  

48.9  
49.9  50.6  

52.5  52.6  
53.8  53.3  

54.8  54.7  

70.9  
72.0  71.8  71.8  

70.1  70.6  70.4  
69.3  

68.0  68.4  
67.3  66.9  66.4  

64.9  65.7  65.7  

69.0  69.7  70.1  70.3  69.5  70.1  

45.0  

50.0  

55.0  

60.0  

65.0  

70.0  

75.0  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

（％） 

平成元年 

一般労働者（男・女）を100とした場合の
パートタイム労働者の賃金割合 
（１時間あたり所定内給与額） 

男性 

女性 

（年） 

（注）パート労働者： １日の所定労働時間が一般の労働者よりも
短い又は１日の所定労働時間が一般の労働者と同じでも１週
の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者 

一般労働者とパート労働者の１時間当たり所定内給与額、格差の推移 
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 資料出所：労働組合基礎調査（平成22年）（厚生労働省） 

26.0  
28.0  29.2  

33.1  
36.3  

38.9  

51.5  

58.8  
61.6 

70.0  
72.6  

2.6  
2.7  2.7  

3.0  

3.3  3.3  

4.3  

4.8 

  

5.0  

5.3 

5.6 

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

パートタイム労働者の労働組合員数 

推定組織率 

（％） （万人） 

（注）パートタイム労働者：その事業所の一般労働者より１日の所定労働時間が
短い者、１日の所定労働時間が同じであっても１週の所定労働日数が少ない
者及び事業所においてパートタイマー、パート等と呼ばれている労働者をいう 

パート労働者の労働組合加入状況 
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 資料出所：労働組合活動実態調査（平成22年）（厚生労働省） 

47.1  

20.4  

11.9  

2.6  

13.6  

30.5  

1.9  4.1  

19.3  

4.0  

96.5  

59.5  

41.2  

－ 

52.0  

84.8  

5.9  
11.8  

45.7  

3.7  

41.3  

3.2  1.4  
－ 

10.5  

33.6  

1.1  1.7  

9.4  

1.8  

30.1  

8.3  
2.6  3.8  

0.3  

11.0  

0.5  1.6  

10.9  
4.3  

0.0  

10.0  

20.0  

30.0  

40.0  

50.0  

60.0  

70.0  

80.0  

90.0  

100.0  

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に 

関
す
る
取
組
「
あ
り
」 

相
談
窓
口
の
設
置
、
ア
ン 

ケ
ー
ト
等
で
の
実
態
把
握 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
関
す 

る
集
会
、
勉
強
会
等
の
開
催 

組
合
員
の
加
入
資
格
の
付
与 

組
合
加
入
の
勧
誘
活
動 

労
働
条
件
、
処
遇
の
改
善
要
求 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
個
人
が 

加
入
す
る
労
働
組
合
と
の
連
携 

離
職
後
の
再
就
職
支
援 

（
企
業
内
の
正
社
員
化
も
含
む
） 

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の 

雇
用
に
つ
い
て
の
労
使
協
議 

そ
の
他 

（％） 

計 組合加入資格があり、組合員がいる 組合加入資格はあるが、組合員がいない 組合加入資格がない 

取組の内容（複数回答） 

※事業所にパートタイム労働者がいる労働組合を100とした数値である。 

（注）パート労働者：一般の正規労働者より1日の所定労働時間が短いか、又は

１週間の所定労働日数が少ない労働者 

パート労働者に関する取組内容別労働組合割合 
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職務が正社

員とほとん

ど同じパー

トがいる 
51.9% 

職務が正

社員とほと

んど同じ

パートはい

ない 
47.1% 

不明 
1.0% 

H18 
１割未満 
32.2% 

１割以上

３割未満 
18.6% 

３割以上

５割未満 
14.1% 

５割以上

８割未満 
8.4% 

８割以

上 
26.7% 

正社員と職

務がほとん

ど同じ短時

間労働者が 
いる 

24.4% 

正社員と職

務がほとん

ど同じ短時

間労働者が

いない 
74.2% 

無回答 
1.5% 

H22 

１割未満 
9.7% 

１割以上

３割未満 
6.6% ３割以上

５割未満 
3.3% 

５割以上

８割未満 
6.4% 

８割以上 
34.3% 

無回答 
39.6% 

正社員と職務がほとんど同じパートの有無 正社員と職務がほとんど同じ者の「パート」全体に占める割合 

正社員と職務がほとんど同じ短時間労働者の有無 同職種に就いている短時間労働者中の正社員と 
    職務がほとんど同じ短時間労働者の割合 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

職務がほとんど同じ短時間労働者がいる事業所割合 
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H18 

パート労働者の採用時の賃金決定の際に考慮した内容（複数回答） 

H22 

55.7  

32.1  

59.6  

43.5  
30.8  

14.1  
5.5  

15.0  
4.1  

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  

職
務
の
内
容
（
業
務
の
内

容
及
び
責
任
の
重
さ
） 

職
務
の
成
果 

能
力
、
経
験 

地
域
で
の
賃
金
相
場 

最
低
賃
金 

年
齢 

学
歴 

そ
の
他 

無
回
答 

短時間労働者の賃金決定の際、考慮している要素（複数回答） 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

(%) 

(%) 

31.4  

14.4  
26.1  

71.7  

19.1  
12.7  7.4  

1.2  
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

仕
事
の
困
難
度 

同
じ
職
種
の
正
社
員

の
賃
金 

経
験
年
数 

同
じ
地
域
・
職
種
の

パ
ー
ト
の
賃
金
相
場 

地
域
・
産
業
別
最
低

賃
金 

年
齢 

そ
の
他 

不
明 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

短時間労働者の賃金の決定要素（事業所調査） 
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資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

正社員、短時間労働者全般の手当・各種制度の実施状況（複数回答） 

32.7  

42.5  

80.7  

3.9  
8.4  

4.5  3.2  

48.6  

9.4  6.9  

79.8  

58.9  

16.3  

32.8  

7.8  

47.8  

41.4  

11.6  12.5  

75.3  
69.7  

50.3  

43.7  

79.8  

41.5  

14.2  

33.4  
27.2  

13.9  

1.9  
0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

80  

90  

定
期
的
な
昇
給 

人
事
評
価
・
考
課 

通
勤
手
当 

精
勤
手
当 

役
職
手
当 

家
族
手
当 

住
宅
手
当 

賞
与 

退
職
金 

企
業
年
金 

健
康
診
断 

慶
弔
休
暇 

共
済
会
へ
の
加
入 

保
養
施
設
の
利
用 

託
児
施
設
の
利
用 

（%） 

正社員及び短時間労働者の両方に対し実施 

正社員に対してのみ実施 

※短時間労働者：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱
託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が
正社員よりも短い労働者を指す。 

手当及び各種制度の実施状況（事業所調査） 
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10.5  

2.9  

29.1  

6.9  
9.1  

6.9  5.2  
1.9  

4.5  5.4  

45.8  

24.7  

4.2  
7.2  7.0  

4.9  3.8  

10.1  

1.4  
4.8  

2.7  4.5  2.8  1.0  
3.4  

7.5  

29.1  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

昇
進
・
昇
格 

配
置
転
換 

定
期
的
な
昇
給 

教
育
訓
練
機
会 

人
事
評
価
・
考
課 

通
勤
手
当 

精
勤
手
当 

役
職
手
当 

家
族
手
当 

住
宅
手
当 

賞
与 

退
職
金
・
企
業
年
金 

財
産
形
成
制
度 

産
前
・
産
後
休
業
制
度 

育
児
休
業
制
度 

介
護
休
業
制
度 

看
護
休
暇 

慶
弔
休
暇 

雇
入
時
健
康
診
断 

定
期
健
康
診
断 

共
済
会
へ
の
加
入 

慶
弔
見
舞
金 

保
養
施
設
の
利
用 

託
児
施
設
の
利
用 

社
内
行
事
へ
の
参
加 

そ
の
他 

無
回
答 

賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており 
納得できないと考えているもの（複数回答） 

（個人調査） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

(%) 

N=同じ仕事を行っている正社員がいる短時間労働者に質問 

※短時間労働者：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱
託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が
正社員よりも短い労働者を指す。 

賃金以外の処遇等で仕事が同じ正社員と取扱いが異なっており納得できないと考えているもの 
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H22 

H18 

79.3  78.3  
72.2  

57.9  

43.8  

2.7  5.4  

54.2  57.1  

38.2  

17.6  15.8  13.4  
9.9  

58.9 
66.2 

46.2 

24.2 
17.8 

12.0  

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  

入
職
時
に
ガ
イ
ダ
ン
ス 

（OFF-JT

）
を
行
っ
て
い
る 

日
常
的
業
務
を
通
じ
た
、 

計
画
的
な
教
育
訓
練 

（OJT

）
を
行
っ
て
い
る 

職
務
遂
行
に
必
要
な 

能
力
を
付
与
す
る
教
育
訓
練 

（OFF-JT

）
を
行
っ
て
い
る 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
た
め
の 

教
育
訓
練
（OFF-JT

）
を 

行
っ
て
い
る 

自
己
啓
発
費
用
を 

補
助
し
て
い
る 

教
育
訓
練
等
は 

ほ
と
ん
ど
行
っ
て
い
な
い 

無
回
答 

正社員に対して 
短時間労働者全般（職務の異同問わず）に対して 
正社員と職務が同じ短時間労働者（いる場合）に対して 

（％） 

正社員、短時間労働者全般及び正社員と職務が同じ短時間労働者
（いる場合）の教育訓練機会（複数回答） 

18.3  
28.7  

10.9  

0 
10 
20 
30 
40 

O
FF-JT 

計
画
的
な

O
JT 

自
己
啓
発 

費
用
の
補

助 

パートに実施している教育訓練等の内容（複数回答） 
（％） 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査 
（平成18年）（厚生労働省） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 
※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

教育訓練の実施状況（事業所調査） 
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48.6  

実施している 
45.8 

48.4  

実施していない 
50.3 

3.0  

無回答 
3.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

H22 

H18 

51.0  

38.5  
45.6  

10.7  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

正
社
員
を
募
集
す
る
場
合
、

そ
の
募
集
内
容
を
短
時
間
労

働
者
に
周
知
し
て
い
る 

正
社
員
の
ポ
ス
ト
を
社
内
公

募
す
る
場
合
、
短
時
間
労
働

者
に
も
応
募
機
会
を
与
え
て

い
る 

試
験
制
度
な
ど
正
社
員
転

換
制
度
を
導
入
し
て
い
る 

そ
の
他
（
教
育
訓
練
等
） 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 
短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 
※平成18年は措置内容は調査していない。 

実施方法（複数回答） % 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

短時間労働者から正社員への転換推進措置の実施状況（事業所調査） 
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あり 
30.5  

なし 
61.5  

不明 
8.0  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

あり 
39.9  

なし 
47.3  

無回答 
12.8  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

H18 

H22 

過去５年間（平成１３年１０月～平成１８年９月）にパートを正社員へ転換させた労働者の有無別事業所の割合 

過去３年間（平成１９年４月～平成２２年３月）に短時間労働者を正社員へ転換させた労働者の有無別事業所の割合 

注）正社員とパートの両方を雇用している事業所を母数としている。 

注）正社員転換推進措置を実施している事業所を母数としている。 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 
短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 
※平成18年は応募者数及び転換者数は調査していない。 

 

7.2  5.0  8.4  11.8  67.6  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
１０％未満 １０％以上２０％未満 ２０％以上５０％未満 
５０％以上８０％未満 ８０％以上 

応募実績が「ある」事業所の応募者に対する転換者の割合 
（正社員転換推進措置がある事業所） 

30.2  16.9  16.3  16.9  5.3  14.5  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

０超～５％未満 ５％以上１０％未満 
１０％以上２０％未満 ２０％以上５０％未満 
５０％以上８０％未満 ８０％以上 

短時間労働者に占める過去３年間の正社員への転換者の割合 
（正社員転換推進措置があり、転換実績がある事業所） 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

正社員転換の実績 
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ある 
30.5% 

ない 
66.8% 

無回答 
2.7% 

正社員転換推進措置を実施している事業所 

支障の有無 

正社員転換推進措置を実施していない事業所 

31.4  

14.6  

43.3  

25.3  23.8  
18.4  21.1  

0.8  
0  

10  
20  
30  
40  
50  

正
社
員
に
転
換
す
る

に
は
能
力
が
不
足
し

て
い
る 

正
社
員
に
転
換
す
る

と
雇
用
調
整
が
し
に

く
く
な
る 

正
社
員
と
し
て
の
ポ

ス
ト
が
少
な
い 

応
募
が
少
な
い 

短
時
間
労
働
者
は
時

間
外
労
働
が
困
難
な

た
め 

短
時
間
労
働
者
は
転

勤
が
困
難
な
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

（%） 

支障の理由（複数回答） 

12.1  9.7  

32.8  

17.3  
22.0  

11.2  

43.4  

3.6  
0 

10 
20 
30 
40 
50 

正
社
員
に
転
換
す
る

に
は
能
力
が
不
足
し

て
い
る 

正
社
員
に
転
換
す
る

と
雇
用
調
整
が
し
に

く
く
な
る 

正
社
員
と
し
て
の
ポ

ス
ト
が
少
な
い 

応
募
が
少
な
い 

短
時
間
労
働
者
は
時

間
外
労
働
が
困
難
な

た
め 

短
時
間
労
働
者
は
転

勤
が
困
難
な
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

実施していない理由（複数回答） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

（%） 

※短時間労働者：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱
託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が
正社員よりも短い労働者を指す。 

正社員転換推進措置を実施する上での支障 
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⑤短時間正社員制度の導入状況 

中間の

雇用形

態を設

けてい

る 
36.8% 

中間の

雇用形

態を設

けてい

ない（直

接転

換） … 

無回答 
3.9% 

10.5  15.2  

81.0  

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  

短
時
間
正
社
員 

無
期
契
約
社
員 

フ
ル
タ
イ
ム 

有
期
契
約
社
員 

正社員転換推進措置を実施している事業所の、 
正社員へ転換させる前の中間形態の有無 中間形態の内容（複数回答） 

(%) 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

制度とし

て導入さ

れている 
27.3% 

制度とし

て導入さ

れていな

いが、運

用はされ

ている 
6.3% 

導入も運

用もされ

ていない 
61.5% 

無回答 
4.9% 

導入・運用 
している
（33.6％） 

78.6  

57.7  

14.0  

30.4  

11.8  
4.4  6.7  2.4  

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  

育
児 

介
護 

高
齢
者 

傷
病
か
ら
の 

復
帰 

正
社
員
以
外 

か
ら
の
転
換 

自
己
啓
発 

そ
の
他 

無
回
答 

利用事由（複数回答） 
(%) 

※短時間労働者：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱
託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が
正社員よりも短い労働者を指す。 

正社員転換推進措置（中間形態の有無） 
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原則として優先

的に採用したい 
9.6% 

職種によっては

優先的に採用す

ることを考えたい 
14.2% 

個別に能力等の

ある者について

は優先的に採用 
26.6% 優先させるつも

りはない 
13.6% 

分からない 
26.7% 

無回答 
9.2% 

ある 
18.3  

ない 
76.2  

無回答 
5.5  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

過去３年間に正社員を新たに採用する際、在籍する短時間労働者を 
外部の応募者より優先させて採用したことの有無（実績） 

今後、正社員を新たに採用する際、在籍する短時間労働者を外部の応募者
より優先させて採用することについての考え方（今後の意向） 

※短時間労働者：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱
託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が
正社員よりも短い労働者を指す。 

短時間労働者の優先採用方針 
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不満・不安がある 
59.0  

不満・不安がある 
63.9  

不満・不安はない 
37.6  

不満・不安はない 
33.8  

無回答 
3.5  

不明 
2.3  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

H22 

H18 

20.1 

61.8  

11.0  10.3  

26.2  24.1  

5.0  
10.3  

17.0  

4.3  

16.2  

6.6  
10.2  

26.1  

17.9  

52.4  

8.2  5.8  

21.8  20.8  

6.6  
8.8  

23.6  

6.6  
15.2  13.0  

8.0  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

60  

70  

雇
用
が
不
安
定 

勤
続
が
長
い
の
に
有
期
契
約

で
あ
る 

賃
金
が
安
い 

所
定
労
働
時
間
が
希
望
に
合

わ
な
い 

所
定
外
労
働
が
多
い 

有
給
休
暇
が
と
り
に
く
い 

短
時
間
労
働
者
と
し
て
は
仕

事
が
き
つ
い 

自
分
の
能
力
が
活
か
せ
な
い 

昇
進
機
会
に
恵
ま
れ
な
い 

正
社
員
に
な
れ
な
い 

教
育
訓
練
を
受
け
ら
れ
な
い 

福
利
厚
生
が
正
社
員
と
同
様

の
扱
い
で
は
な
い 

職
場
の
人
間
関
係
が
良
く
な

い 

そ
の
他 

H18 

H22 

※ 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 
短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

※平成18年は項目に入っていない。 

「不満・不安がある」場合の内容（複数回答） 
(%) 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

現在の会社や仕事に対する不満・不安 
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12.9  

29.5  

7.3  8.2  

36.3  

71.0  

39.5  

23.8  21.9  18.8  

2.5  3.7  1.7  
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

学
卒
等
一
般
の
正
社
員

の
採
用
、
確
保
が
困
難
な

た
め 

人
を
集
め
や
す
い
た
め 

退
職
し
た
女
性
正
社
員

の
再
雇
用
の
た
め 

定
年
社
員
の
再
雇
用
の

た
め 

簡
単
な
仕
事
内
容
の
た

め 

人
件
費
が
割
安
な
た
め

（
労
務
コ
ス
ト
の
効
率
化
） 

１
日
の
忙
し
い
時
間
帯
に

対
処
す
る
た
め 

一
時
的
な
繁
忙
に
対
処

す
る
た
め 

仕
事
量
が
減
っ
た
と
き
に

雇
用
調
整
が
容
易
な
た

め 

経
験
・
知
識
・
技
能
の
あ

る
人
を
採
用
し
た
い
た
め 

Ｉ
Ｔ
化
・
サ
ー
ビ
ス
経
済

化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
業

務
内
容
が
変
化
し
た
… 

そ
の
他 

不 

明 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

短時間労働者を雇用する理由（複数回答） 

H18 

H22 24.3  

9.9  

27.2  

41.7  46.2  
38.0  

19.4  
10.2  

22.6  

10.1  
3.1  

0  

10  

20  

30  

40  

50  

人
を
集
め
や
す
い
た
め 

退
職
し
た
女
性
正
社

員
の
再
雇
用
の
た
め 

定
年
社
員
の
再
雇
用
の

た
め 

簡
単
な
仕
事
内
容
の

た
め 

人
件
費
が
割
安
な
た

め 

１
日
の
忙
し
い
時
間
帯

に
対
処
す
る
た
め 

一
定
期
間
の
繁
忙
に
対

処
す
る
た
め 

仕
事
量
が
減
っ
た
と
き

に
雇
用
調
整
が
容
易
な

た
め 

経
験
・
知
識
・
技
能
の

あ
る
人
を
採
用
し
た
い

た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

(%) 

(%) 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

短時間労働者を雇用する理由（事業所調査） 
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短時間労働者の契約期間の定めの有無 

期間の 
定めあり 
85.9% 

期間の 
定めなし 
12.5% 

無回答 
1.6% 

１カ月以内 
1.0  

１カ月超～ 
３カ月以内 

8.8  ３カ月超～６カ月以内 
23.8  

６カ月超～１年以内 
60.8  

１年超～ 
２年以内 

0.3  

２年超～ 
３年以内 

0.5  

３年超 
0.2  

無回答 
4.6  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

１回当たりの契約期間 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

労働者のケースごと

に、更新するかどうか

を判断 
63.4  

労使のいずれからも終

了を申し出なければ 
自動的更新 

25.0  

その他の 
ルール 
により 
更新 
8.2  

契約の更新を 
しない 
1.3  

無回答 
2.2  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

契約更新状況 

更新する ９６．５％ 

1回 
7.8  

2回 
10.7  

3～5回 
36.2  

6～10回 
21.5  

11回以上 
17.8  

無回答 
6.1  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

もっとも多い実際の更新回数 

※短時間労働者の中でもっとも人数が多い
職種について調査している。 

※短時間労働者：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱
託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が
正社員よりも短い労働者を指す。 

契約期間の定めの有無・１回当たりの契約期間（事業所調査） 
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24.0  
27.7  

43.3  

16.2  

9.3  
11.8  

24.8  

13.0  
15.4  

6.7  

0.4  

59.2  

11.6  
15.4  13.4  9.6  

22.2  23.6  

15.5  

2.4  

8.5  

0.6  

15.4  

31.8  

50.2  

16.9  

9.2  9.2  

25.1  

12.5  

18.6  

6.3  

0.2  0  
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70  

合計 
男性 
女性 

22.7  

53.9  

31.0  

8.9  9.6  

30.8  

23.9  21.3  

7.1  
0.6  

43.6  

16.3  

38.3  

11.6  11.8  

26.9  24.7  

3.5  
9.8  

0.4  

15.5  

66.8  

28.5  

8.0  8.9  

32.1  

23.6  
27.4  

6.2  
0.7  

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

家
計
の
主
た
る
稼
ぎ
手
と
し
て
、

生
活
を
維
持
す
る
た
め 

主
た
る
稼
ぎ
手
で
は
な
い
が
、
生

活
を
維
持
す
る
に
は
不
可
欠 

主
た
る
稼
ぎ
手
で
は
な
い
が
、
家

計
の
足
し
に
す
る
た
め 

自
分
の
学
費
や
娯
楽
費
を
稼
ぐ
た

め 

資
格
・
技
能
を
活
か
す
た
め 

以
前
の
就
業
経
験
を
活
か
す
た
め 

生
き
が
い
・
社
会
参
加
の
た
め 

時
間
が
余
っ
て
い
る
た
め 

子
供
に
手
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た

た
め 

そ
の
他 

不
明 

合計 
男性 
女性 

H18 

H22 

※

平
成
18
年
は 

 

調
査
項
目
な
し 

働いている理由（複数回答） 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 
短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

(%) 

(%) 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

短時間労働者の就業理由（個人調査） 

30 



H18 

H22 
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31.1  

21.3  

4.7  
2.2  
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23.1  

14.8  

4.6  

13.3  

1.5  

34.6  31.7  

20.9  

5.7  
3.1  

16.3  

1.6  

11.2  
5.7  

19.7  

3.3  

37.4  

31.0  

21.4  

4.5  
1.9  

16.3  

28.5  

15.6  

4.3  

11.8  

1.0  
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30  

40  

都
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の
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い
時
間
（
日
）
に
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き
た
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易
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正
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と

し
て
働
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な
い
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正
社
員
と
し
て
働
く
こ
と

が
、
体
力
・
精
神
的
に
難
し

い
か
ら 

転
勤
が
な
い
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

合計 

男性 

女性 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 
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4.8  

23.8  
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勤
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か
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就
業
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き
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気
軽
に
働
け
そ
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だ
か

ら 

す
ぐ
辞
め
ら
れ
る
か
ら 

正
社
員
と
し
て
働
け
る

会
社
が
な
い
か
ら 

病
人
・
老
人
等
の
介
護

で
正
社
員
と
し
て
働
け

な
い
か
ら 

家
事
・
育
児
の
事
情
で

正
社
員
と
し
て
働
け
な

い
か
ら
（
左
記
を
除
く
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正
社
員
と
し
て
働
く
こ

と
が
、
体
力
的
・
精
神
的

に
難
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か
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友
人
・
知
人
が
パ
ー
ト

で
働
い
て
い
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か
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そ
の
他 

不
明 
合計 

男性 

女性 

短時間労働者を選択した理由（複数回答） 
(%) 

(%) 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

短時間労働者を選択した理由（個人調査） 

31 



短時間労働者を続

けたい 
69.9% 

正社員になりたい 
18.8% 

その他 
3.0% 

仕事をやめたい 
2.4% 

無回答 
5.9% 

うち 
現在の会社で
（94.1%） 
別の会社で 
（5.9％） 

うち 
現在の会社で
（58.1%） 
別の会社で 
（41.9％） パート等で

仕事を続け

たい 
68.4% 

正社員にな

りたい 
18.4% 

その他 
11.9% 

不明 
1.3% 

うち 
現在の会社で
（34.7%） 
別の会社で 
（65.3％） 

うち 
現在の会社で
（91.8%） 
別の会社で 
（8.2％） 

H18 H22 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 

資料出所：短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

73.0  

選びたい 
60.6  

7.0  

選びたくない 
23.5  

19.9  

無回答 
16.0  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

勤務地を限定 
した正社員 

短時間正社員 

※短時間労働者：正社員以外の労働者でパートタイマー、アルバイト、準社員、嘱
託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定労働時間が
正社員よりも短い労働者を指す。 

今後の働き方に関する考え方（個人調査） 

短時間正社員、地域限定正社員の選択志向 
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25.0  

調整をしている 
20.4  

37.9  

調整の必要がない 
42.6  

25.1  

関係なく働く 
24.0  

2.9  

その他 
2.3  

6.2  

わからない 
8.4  

2.9  

不 明 
2.2  

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

調整をしていない 68.9% 

調整をしていない 65.9% 

就業調整の有無 

65.8  

39.7  

23.2  

38.0  

4.7  
10.6  9.5  

4.5  6.2  
0.3  

47.8  

26.5  

15.6  

36.8  

2.6  
7.6  5.7  

9.3  10.8  

0.7  
0 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

自
分
の
所
得
税
の
非
課
税
限
度
額

(

１
０
３
万
円)

を
超
え
る
と
税
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら 

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の
税
制

上
の
配
偶
者
控
除
が
無
く
な
り
、
配

偶
者
特
別
控
除
が
少
な
く
な
る
か
ら 

一
定
額
を
超
え
る
と
配
偶
者
の
会
社

の
配
偶
者
手
当
が
も
ら
え
な
く
な
る

か
ら 

一
定
額(
１
３
０
万
円)

を
超
え
る
と

配
偶
者
の
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
等

の
被
扶
養
者
か
ら
は
ず
れ
、
自
分
で

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
… 

労
働
時
間
が
週
の
所
定
労
働
時
間
２

０
時
間
以
上
に
な
る
と
雇
用
保
険
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め 

正
社
員
の
所
定
労
働
時
間
の
４
分
の

３
以
上
に
な
る
と
健
康
保
険
、
厚
生

年
金
等
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら 

会
社
の
都
合
に
よ
り
雇
用
保
険
、
厚

生
年
金
等
の
加
入
要
件
に
該
当
し
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
た
め 

現
在
、
支
給
さ
れ
て
い
る
年
金
の
減

額
率
を
抑
え
る
又
は
減
額
を
避
け
る

た
め 

そ
の
他 

不 

明 

（％） 

H18 
H22 

就業調整をしている理由（複数回答） 

資料出所：パートタイム労働者総合実態調査（平成18年）（厚生労働省） 
短時間労働者実態調査（平成22年）（労働政策研究・研修機構） 

H18 

H22 

※パート、短時間労働者のいずれについても、正社員以外の労働者でパートタイ
マー、アルバイト、準社員、嘱託、臨時社員などの名称にかかわらず、週の所定
労働時間が正社員よりも短い労働者を指す。 

就業調整の有無及び就業調整をしている理由 
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